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教育委員会委員の任命について 可決 22 0 ○ 欠

新発田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

新発田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

新発田市急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例 経済建設 可決 19 3 ○ 欠

新発田市職員の旅費に関する条例 総務 可決 22 0 ○ 欠

新発田市長等退職手当支給条例 総務 可決 22 0 ○ 欠

新発田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例 総務 可決 19 3 ○ 欠

新発田市行政手続条例 総務 可決 19 3 ○ 欠

新発田市行政不服審査会条例 総務 可決 22 0 ○ 欠

新発田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 総務 可決 19 3 ○ 欠

新発田市国民健康保険税条例 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

新発田市デイサービスセンター条例 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

新発田市子どもデイサービス事業条例 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

新発田市立保育園設置及び管理に関する条例 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

新発田市過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

新発田市臨時露店管理条例 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

新発田市火入れに関する条例 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

新発田市有機資源センター条例 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

新発田市建築関係手数料条例 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

新発田市下水道事業の設置等に関する条例 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

新発田市立学校の設置に関する条例 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

新発田市泉地区世代交流センター設置及び管理に関する条例 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

新発田市ふるさと水と土保全基金条例 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

※１　「総務」　　：総務常任委員会

　　　「社会文教」：社会文教常任委員会

　　　「経済建設」：経済建設常任委員会 ※４　「○」：「賛成」したもの

　　　「予算審査」：一般会計予算審査特別委員会 　　　「×」：「賛成以外」のもの

　　　「分割付託」：各常任委員会に分割して付託されたもの 　　　「欠」：本会議に欠席したため、表決に参加していないもの

　　　ただし、審査した委員会がない案件は本会議で即決

※２　「可決」：全員賛成または賛成多数により可決、推薦、承認、採択等と議決したもの

　　　「否決」：賛成少数または賛成なしにより否決、不採択等と議決したもの

令和8年新発田市議会2月定例会 議決結果

※３ ※４

人事案件

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

条例の制定

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ × ○ ○ ○ ○

条例の全部改正

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

条例の一部改正

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ × ○ ○ ○ ○

○ ○ × ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ × ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

条例の廃止

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※３　議長は地方自治法第１１６条により表決には参加しないため、表決に参加する全議員数は２３人です。
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一般会計（第１３号）（専決） 総務 可決 22 0 ○ 欠

一般会計（第１４号）（専決） 分割付託 可決 22 0 ○ 欠

一般会計（第１５号） 分割付託 可決 19 3 ○ 欠

一般会計（第１６号） 分割付託 可決 22 0 ○ 欠

一般会計（第１７号） 分割付託 可決 22 0 ○ 欠

一般会計（第１８号） 分割付託 可決 22 0 ○ 欠

土地取得事業特別会計（第１号） 総務 可決 22 0 ○ 欠

国民健康保険事業特別会計（第５号） 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

介護保険事業特別会計（第５号） 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

後期高齢者医療特別会計（第５号） 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

食品工業団地造成事業特別会計（第１号） 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

コミュニティバス事業特別会計（第１号） 総務 可決 22 0 ○ 欠

下水道事業会計（第４号） 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

水道事業会計（第３号） 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

一般会計 予算審査 可決 19 3 ○ 欠

土地取得事業特別会計 総務 可決 22 0 ○ 欠

国民健康保険事業特別会計 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

介護保険事業特別会計 社会文教 可決 19 3 ○ 欠

後期高齢者医療特別会計 社会文教 可決 19 3 ○ 欠

食品工業団地造成事業特別会計 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

コミュニティバス事業特別会計 総務 可決 22 0 ○ 欠

藤塚浜財産区特別会計 総務 可決 22 0 ○ 欠

下水道事業会計 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

水道事業会計 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

一般会計（第１号） 分割付託 可決 22 0 ○ 欠

水道事業会計（第１号） 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

※１　「総務」　　：総務常任委員会

　　　「社会文教」：社会文教常任委員会

　　　「経済建設」：経済建設常任委員会 ※４　「○」：「賛成」したもの

　　　「予算審査」：一般会計予算審査特別委員会 　　　「×」：「賛成以外」のもの

　　　「分割付託」：各常任委員会に分割して付託されたもの 　　　「欠」：本会議に欠席したため、表決に参加していないもの

　　　ただし、審査した委員会がない案件は本会議で即決

※２　「可決」：全員賛成または賛成多数により可決、推薦、承認、採択等と議決したもの

　　　「否決」：賛成少数または賛成なしにより否決、不採択等と議決したもの

令和8年新発田市議会2月定例会 議決結果

※３ ※４

令和7年度補正予算

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ × ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和８年度予算

○ ○ × ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ × ○ ○ ○ ○

○ ○ × ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

令和８年度補正予算

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※３　議長は地方自治法第１１６条により表決には参加しないため、表決に参加する全議員数は２３人です。
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新発田市過疎地域持続的発展計画の改定について 総務 可決 22 0 ○ 欠

市道路線の廃止について 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

市道路線の認定について 経済建設 可決 22 0 ○ 欠

新発田市議会委員会条例 可決 22 0 ○ 欠

物価上昇に見合う年金引き上げを求める意見書 可決 22 0 ○ 欠

物価上昇に見合う年金引き上げを求める請願 社会文教 可決 22 0 ○ 欠

※１　「総務」　　：総務常任委員会

　　　「社会文教」：社会文教常任委員会

　　　「経済建設」：経済建設常任委員会 ※４　「○」：「賛成」したもの

　　　「予算審査」：一般会計予算審査特別委員会 　　　「×」：「賛成以外」のもの

　　　「分割付託」：各常任委員会に分割して付託されたもの 　　　「欠」：本会議に欠席したため、表決に参加していないもの

　　　ただし、審査した委員会がない案件は本会議で即決

※２　「可決」：全員賛成または賛成多数により可決、推薦、承認、採択等と議決したもの

　　　「否決」：賛成少数または賛成なしにより否決、不採択等と議決したもの

※３ ※４

その他

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

条例の一部改正

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

意見書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

請願 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※３　議長は地方自治法第１１６条により表決には参加しないため、表決に参加する全議員数は２３人です。
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